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第５期 国分寺市公民館運営審議会 第１回定例会  

 

日 時 令和５年７月28日（金）午後２時00分～午後４時00分 

場 所 ひかりプラザ 203・204号室 

出席者 

■委 員 田中委員長・鈴木副委員長・松田委員・稲津委員・川上委員・江渕委

員・坂本委員・矢島委員・辻委員・有馬委員 

■職 員 本多公民館課長兼本多公民館長・渡辺本多公民館事業係長・加藤恋ケ窪

公民館長・保谷光公民館長・久保もとまち公民館長・鎌田並木公民館長 

 

 

≪委嘱状伝達式≫ 

１ 委嘱状伝達 

事務局：本日はお忙しい中，また，お暑い中お集まりいただきましてどうもありが

とうございます。ただいまより第５期国分寺市公民館運営審議会の委嘱状伝

達式を始めさせていただきます。本日司会を務めさせていただきます公民館

課長の本多美子と申します。よろしくお願いいたします。なお，会議の要点

記録を作成するために録音を取らせていただくことをご了承いただきたいと

思います。それでは初めに，国分寺市教育委員会古屋教育長より，国分寺市

公民館運営審議会委員の委嘱状伝達式を行います。委嘱番号順に委嘱状をお

渡しいたします。 

 

（各委員に委嘱状伝達） 

 

２ 教育長あいさつ 

事務局：続きまして，国分寺市教育委員会古屋教育長にご挨拶をお願いいたします。 

教育長：それでは，改めましてこんにちは。教育委員会教育長の古屋でございます。

本日は大変暑い中お越しいただきましてありがとうございます。また，この

たびは第５期の国分寺市公民館運営審議会委員をお引き受けいただきまして，

誠にありがとうございます。今，委嘱状をお渡しさせていただきましたけれ

ども，７月１日から２年間という任期になりますので，長丁場でありますが

よろしくお願いしたいと思っています。この会の前に第４期の委員長であり

ました田中委員長が，人と人をつなぐ持続可能な公民館活動についてという

ことで答申を頂いたところであります。この公民館運営審議会も５期目とい

うことで随分長くなったわけですが，さらに公民館につきましては，昭和38

年に本多公民館が開設されてもう60年という長い期間の伝統のある国分寺市

の公民館であります。その中で多くの市民の方が集い，様々な有意義な活動

をされてきたというところ。その伝統を受けながら，さらに未来に向けてど
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うあるべきかということで，この答申にその内容が書かれていると思います

ので，私もまだまだ熟読をしていないわけですけれども，皆さんとともにし

っかりと読んで，これに基づいてこれからの運営の在り方を考え，さらによ

りよい公民館を作っていきたいなと思っております。またさらに，これから

の大きな課題としては，今，恋ケ窪公民館がまた新たな地へという流れが進

んでおります。市役所の新庁舎が今，造られているところでありますけれど

も，現在の現庁舎用地の跡に公民館を含めた施設を作ろうというような，そ

んな流れが今，始まっているところでありまして，そうなってきますと新た

な公民館はどうあるべきかというところも，皆さん方と共に考えていく内容

になるのかなと思っています。何しろこの３年以上はコロナということで活

動も制限をされて，利用者の皆様方にもご不便をおかけしたところがありま

す。当初は，私たちも初めてのことでしたので，閉鎖をするということもあ

りましたけれども，今振り返ってみると本当にそれでよかったのかなという

ことで，大きな反省もしているところであります。ただ，その際の最善を尽

くしたというところは自負しているところでありますけれども，それを乗り

越えた今，さらに地域の皆様が集い，学び，そして生涯にわたって学び続け

ながら人と人がつながっていくコミュニティの場としての公民館をより一層

充実していく必要があろうと考えておりますので，今回第５期にはたくさん

の新たな委員の皆様に参画していただいておりますので，フレッシュな新た

な視点でのご意見を頂きながら，公民館の在り方についてご示唆を頂けたら

ありがたいというふうに思っております。新たな任期になりますが，どうぞ

よろしくお願いをいたします。 

事務局：本日は，教育部長も同席していただいておりますのでご紹介します。 

部 長：教育部長の可児でございます。皆さんそれぞれ選出区分はございますけれ

ども，忌憚のないご意見を頂戴いたしまして，この会が活発に進行するよう

に祈っておりますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

３ 委員自己紹介 

事務局：今回５期の国分寺市公民館運営審議会の皆様，新任の委員の皆様は６名い

らっしゃいます。それぞれ初めてここでお会いした皆様がいらっしゃると思

いますので，簡単に自己紹介をお願いいたします。委嘱状をお渡しした順番

によろしくお願いいたします。 

委 員：松田玲子と申します。よろしくお願いいたします。市報の公民館委員の募

集で応募しましたら，選んでいただきましてありがとうございました。私は，

６年前に主人が亡くなりまして，それまでは島根県のほうにいたのですが，

こちらに子どもたちがいますので引っ越してきました。島根県のほうでは詩

吟教室とか俳句教室などで利用させていただいて，とても身近に公民館を利

用させていただきました。なので，公民館というのにすごく興味がありまし
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たので，こうして委員として活動できればと思い喜んでおります。よろしく

お願いいたします。 

委 員：本多公民館の利用者ということで委員になりました稲津でございます。よ

ろしくお願いいたします。本多公民館ではサポート会議の委員と，異世代交

流事業として紙飛行機とマジックを子どもたちに教えております。よろしく

お願いいたします。 

委 員：鈴木まき子です。恋ケ窪公民館の利用者です。前期に引き続きまして今期

もやらせていただくようになりましたので，よろしくお願いいたします。恋

ケ窪公民館の利用者であると同時に，第九小学校のコミュニティスクール協

議会の委員をやっておりますので，小学校と公民館とをつなぐというその辺

りの役割を果たせたらと思っております。昨年までは答申を出すためにいろ

いろと勉強させていただきまして，本当に公民館のことを知らないでいて，

２年間で随分勉強することができました。それなりに恋ケ窪公民館が今度現

庁舎跡地に移動するということでの大きな課題を抱えていますので，そのこ

とも含めてしっかりと役割を果たしていきたいと思いますので，よろしくお

願いいたします。 

委 員：光公民館の利用者でサポート委員を務めております川上と申します。よろ

しくお願いいたします。私は国分寺市青少年育成地区委員会という委員会で

活動しておりまして，地域の子どもたちのために健全な青少年育成をしよう

ということで活動しております。私たちは三中学区，二小と八小と三中のお

子さんを対象にキャンプとかいろいろな行事をやっております。よろしくお

願いします。 

委 員：もとまち公民館でハッピー詩吟という会を設立して５年たちました。江渕

曜子と申します。よろしくお願いいたします。詩吟の知名度が死語みたいに

なりそうですので少し頑張らなければと思いまして，ちょうど近くにもとま

ち公民館がありましたので活動を始めて５年目になります。先ほど松田委員

のほうから，詩吟という言葉をちらっと聞いたので，詩吟をやっている人が

いたのかと何かちょっとうれしくなりました。よろしくお願いいたします。 

委 員：坂本真司と申します。よろしくお願いします。第４期もやらせていただい

て，今回第５期２回目の経験をさせていただくことになりました。公民館は

今，並木公民館のほうで農業体験講座に入らせていただいて，今日も野菜の

収穫に午前中に行きました。大変暑かったです。あと，並木公民館サポート

会議に入らせていただいています。もう１つプライベートでは，恋ケ窪公民

館のほうで恋ヶ窪スイングスというクラシックギターのグループに入れさせ

ていただいていて，公民館の活動は本当にこんなたくさん５か所，それぞれ

の個性と多岐にわたって活動されているなということを感じるとともに，自

分も自分の好みで大変楽しい時間を過ごさせていただいています。また今期

も頑張ります。よろしくお願いいたします。 
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委 員：国分寺市立第八小学校で校長をしております矢島と申します。どうぞよろ

しくお願いします。学校関係者という枠で参加させていただいているところ

でございますが，私もこの公民館の活動は非常に興味がございます。前職の

第九小学校のときに，同じ敷地内に恋ケ窪公民館がございました。そこで，

今まではどちらかというと遠い感じの存在の公民館が非常に身近に感じまし

た。そこで，学校と公民館が連携して何かできないかということも考えさせ

ていただいた期間でございました。また，新しい学習指導要領の中では，学

校で子どもたちを育てるという時代ではなくて，地域やそれから皆様方と育

てていくという時代になってきておりますので，そういった意味で学校と公

民館をどう連携できるか，また勉強させていただきたいと思っています。ど

うぞよろしくお願いします。 

委 員：８番目に書いています田中です。よろしくお願いいたします。私は，ここ

に書いているように住まいは武蔵野市なのですけれども，ご存じの方も多い

かもしれませんが，武蔵野市は今まで一度も公民館ができませんでした。か

つて運動はあったのですけれども，実現しておりません。その結果どうなっ

たか。そんな因果関係をきっちり分析しているわけではないのですけれども，

武蔵野市において私は市民活動として学ぶことと地域づくりをどう循環させ

るかというテーマの市民活動をやっていますが，公民館がないということの

難しい状況をいつも感じています。ですので，公民館を拠点にして市民の

方々は学び，地域問題を考え，具体的な地域問題でなくても，詩吟の話があ

りましたけど詩吟を通してコミュニティが，つながりができていくというの

もありますし，学びを通して地域がどうつながり，どう地域文化を創造して

いくかということも含め，やはり地域づくりと公民館の関係は非常に大きな

強いものがあると思いますので，その辺を今期もぜひ追究していきたいと思

います。ぜひ皆様から教えていただきたいと思っていますので，よろしくお

願いいたします。 

委 員：９番目にあります辻と申します。よろしくお願いいたします。ＰＴＡ連合

会の推薦ということでやらせていただくことになりましたけれども，昨年度

一中のＰＴＡの会長をやりまして，その辺のご縁でやらせていただくことに

なったのですけど，単Ｐという学校単位のＰＴＡも，それからＰＴＡ連合会

も本当に，国分寺市だけに限らないと思いますけれども，大きな岐路に立っ

ているのではないかなと思います。実は私，40年近く隣にいらっしゃる田中

雅文先生と同じ日本女子大学の，私は附属の教員を本務にしていたのですけ

れども，大学の授業も持っていた関係で，それから一緒に森の研究とか取組

をやらせていただいた関係で長くお付き合いいただいているのですけれども，

私立の学校はやはり特別な思いがあって来てくださる保護者の方が多いので，

ばらけることがほとんどないです。だから，声をかけるとウワッと寄ってき

てくださるのだけれども，公立の学校はいろいろなお仕事，立場の方がいら
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っしゃるので，なかなか声をかけてもうまく反応が返ってこなかったり，そ

れからＰ連でいいますと，入っていない学校が結構たくさんあります。今，

論議しているのも，いることの利点とか損得と言ったら失礼だけれども，そ

ういう話にどうも終始しているような気がして，私はもうどこもこの話には

入っていけないなという気持ちになっているのです。母体はそうですけれど

も，気持ちを変えて公民館のことをしっかり勉強させていただいて，できる

ことをやらせていただきたいと思っておりますので，どうぞよろしくお願い

いたします。 

委 員：皆様，こんにちは。国分寺市社会福祉協議会の有馬と申します。所属とし

ましては，社会福祉協議会の１つ，ボランティア活動センターのほうに所属

しております。第４期の途中から公運審のほうに関わらせていただきました。

今期も続けて公民館の活動等，ぜひいろいろと知りながら地域の活動にもつ

なげられればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局：皆様，ありがとうございます。本日は11番目の笹井委員が欠席ですけれど

も，11人中10人の委員の方がご出席いただいております。国分寺市立公民館

設置及び管理に関する条例第11条の規定に基づいて，会議が成立することを

ご報告させていただきます。まず，条例第10条に基づきまして，正副委員長

お１人ずつ互選によって選出いたしたいと思っております。まず，委員長の

選出から入りたいと思いますけれども，委員の皆様から，どなたか委員長を

この方にというご推薦がありましたらお願いいたします。まず，委員長はど

なたがよろしいでしょうか。 

委 員：田中先生，お願いいたします。前期の課題も抱えていますし，またよろし

くお願いいたします。いいですよね。 

事務局：鈴木委員から田中委員にぜひとも委員長にということでございます。承認

される方，拍手をお願いいたします。 

 

（拍手，承認） 

 

事務局：ありがとうございます。では続きまして，副委員長の選出，こちらについ

ても委員の皆様からの推薦でどなたかいらっしゃいますでしょうか。お願い

いたします。 

委 員：田中先生をご推薦されました鈴木委員にぜひ。第４期一緒に２年間取組を

させていただいて，恋ケ窪公民館を中心に非常に日常の活動に深く関わられ

ていらっしゃって，またそれをベースにいろいろなご意見を頂いて，もう１

つ加えれば女性の視点というところで，副委員長に適任ではないかなと思い

ますので，推薦させていただきます。 

事務局：ありがとうございます。ただいま坂本委員より副委員長にはぜひとも鈴木

委員にお願いしたいということで推薦がありました。承認される皆様，拍手
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をお願いします。 

 

（拍手，承認） 

 

事務局：ありがとうございます。それでは，それぞれ，委員長には田中委員，副委

員長には鈴木委員にお願いしたいと思います。早速ですけれども，席を設け

てございますので，席の移動をお願いいたします。 

 

（会長席，副会長席に移動） 

 

事務局：それでは，委員長，副委員長が決まったところでございますけれども，教

育長，部長は公務がこの後ございますので，ここで退出をさせていただきた

いと思います。 

教育長：どうぞよろしくお願いいたします。 

部 長：お願いいたします。 

 

（教育長，部長退出） 

 

事務局：それでは改めまして，委員長，副委員長それぞれの方から，一言ずつご挨

拶いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

田中委員長：時間もあれですので簡単にさせていただきます。改めましてどうぞよろし

くお願いいたします。振り返ってみると，私は公民館ごとに公運審があった

時代，本多公民館の公運審委員を８年ぐらいやらせていただいて，その後全

審一括になった後，１期，２期，４期やらせていただきました。随分長くや

っておりますけれども，それなりに国分寺のことはよく分かってきたような

つもりはあるのですが，ただ今日皆さんのお話を聞くと，やはりそれぞれの

場所でそれぞれの活動をやっていらっしゃるので，そういうことを教えてい

ただきながら，考えていきたいなと改めて思いました。私はもともと地域づ

くり関係の専門分野を出ているので，どちらかというと教育から始まったの

ではなくて，教育は途中から学び始めたという状況です。ですから，それだ

け地域づくりと教育の関係に興味があるのです。ただ繰り返しになりますけ

れども，地域づくりというと何か環境問題，福祉問題，具体的課題を解決す

ると思いが行きがちですけれども，それぞれの趣味の学習，教養の学習，そ

れを通して人々がつながってコミュニティができて，それが地域の文化を何

となくでもだんだん豊かにしていく。その辺の部分がとても大事だと思いま

すので，そういうことを大切にしながら，いろいろな形で地域をよくしてい

く，この点に公民館がもっとなればいいなと思っています。どうぞよろしく

お願いします。 
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鈴木副委員長：お隣に座ってできることをやりますので，どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

田中委員長：では，よろしいですか。それではいよいよ開会という形で，改めまして委

員の皆さん，本当にお暑いところありがとうございます。これから第１回国

分寺市公民館運営審議会を開会いたします。よろしくお願いします。 

 

連絡事項 

（１）職員紹介 

田中委員長：初めに連絡事項ということで，（１）職員紹介というところに行きたいと思

います。事務局のほうからご説明をお願いします。 

事務局：市内には５館の公民館がございます。本日，その各館長が出席をしており

ます。順番に各館長から自己紹介をいたします。 

事務局：恋ケ窪公民館で館長をさせていただいています，加藤征彦といいます。恋

ケ窪は３年目になりまして，その前は光公民館に６年ほどいました。住まい

も生まれも国分寺市で，並木公民館の利用者として公民館を利用させていた

だいています。よろしくお願いします。 

事務局：光公民館館長の保谷と申します。４月から公民館に配属になりまして，公

民館というところは初めてなのですけれども，今現在多くの子どもから大人

までの方々がいらしております。こういった方たちとつながりを深めて，よ

りよい公民館運営をしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願い

いたします。 

事務局：もとまち公民館の久保です。光公民館で３年，もとまち公民館で３年目と。

通算６年目になりました。公運審については２期，３期，４期，５期という

形で私も大分長くなったという感じですけれども，よろしくお願いします。 

事務局：並木公民館長をしております鎌田と申します。昨年の４月に配属になりま

して今，館長２年目になります。並木公民館は一番新しい公民館で，陶芸窯

が唯一ある公民館になります。それから地域としては農業が比較的盛んな地

域になりますので，そういった特色を生かした事業をやっています。どうぞ

よろしくお願いします。 

事務局：この公民館運営審議会の事務局です。本多公民館事業係長です。 

事務局：本多公民館事業係長の渡辺と申します。本審議会が円滑に進むようにして

いきたいと思いますので，どうぞよろしくお願いします。 

事務局：公民館課長と本多公民館長と兼務しております本多です。以上のメンバー

で毎回事務局が携わってまいりますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

田中委員長：ありがとうございました。本多館長は館の名前と同じ本多でとても珍しい。

まさにこのために生まれてきたような。よろしくお願いします。 

 

（２）配布資料確認 



8 

 

田中委員長：それでは連絡事項（２）配布資料の確認です。お願いします。 

事務局：配布資料の確認をさせていただきます。まず初めに，本日の次第がありま

す。資料１－１，委員の皆様方の名簿となっております。続きまして資料１

－２，「国分寺市立公民館設置及び管理に関する条例」が２枚４ページありま

す。 続きまして資料１－３，「国分寺市公民館使用条例」が２枚３ページあ

ります。続きまして，資料１－４「国分寺市公民館使用条例施行規則」が６

ページあります。続きまして，資料１－５「令和５年度公民館課主催事業予

定」が７ページあります。 続きまして資料１－６「令和５年度公民館課予

算」が２ページあります。続きまして資料１－７，「東京都公民館連絡協議会

規約」が，資料として抜粋しているものになりますので４ページになります。

最後に資料１－８，今後の日程表案になります。そのほか，座席の上に「け

やきの樹」の，６月15日号と７月15日号，令和３年度の事業報告書の冊子を

置いてあります。それと，第45回全国公民館研究集会のためのチラシとなり

ます。以上になりますが，ご確認をよろしくお願いします。 

田中委員長：ありがとうございました。何か欠けているものとか，よく分からないとこ

ろはありますか。よろしいですね。 

 

報告事項 

（１）令和５年度公民館事業について 

田中委員長：それでは続きまして，今度は報告事項に入ります。（１）令和５年度公民館

事業についてということで，これも事務局からお願いします。 

事務局：公民館では，国分寺市教育委員会の教育目標を基本理念といたしまして，

国分寺市教育ビジョンの実現に向けて，各種事業を実施しているところです。 

事業体系として，資料１－５を参考に御覧いただきたいと思います。「令和５

年度公民館課主催事業予定」，その資料の左側に「体系」が①から⑩まで書い

てございますけれども，10項目の分野を整理して，それぞれの体系に合った

事業を行っているというところです。それぞれの事業とか企画事業を実施し

ていくに当たっては目的や狙い，対象者，開催時期，時間，予算などをいろ

いろと考慮して，市民の方々にご意見を伺いながら取り組んでおります。各

館の館長より，今年度の事業の取組について資料を基にご報告させていただ

きたいと思います。まず，本多公民館ですけれども，公民館事業の10の体系

に基づいて様々な分野の事業を実施しております。子どもからシニア世代ま

でを対象にした講座を充実してまいりたいと思っているところです。 コロ

ナ禍でいろいろと変化したライフスタイルや地域のニーズへの対応，いろい

ろございました。地域会議等でその現状を皆さんで情報共有し，新緑祭りは

コロナ禍でどんな対応ができるのか，また中庭を整備いたしまて，中庭のコ

ンサートをいろいろと試行しておりまして，どんなイベントができるのか，

またはＰＴＡ連合会と共催事業として，教育講座というのも行っています。
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本多公民館の特徴は，２階に大きなホールを持っております。このホールを

活用して，今年度は公民館を開館してから60周年を迎えたわけですけれども，

この具体事業も企画中ということでございます。本多公民館はこのような状

況です。 

事務局：恋ケ窪公民館長です。よろしくお願いします。全ての事業についてお話し

したいのですけれども時間がないのでかいつまんでご報告させていただきま

す。２ページ目になります。子育て・教育の部分で，中庭キッズ水遊び。今，

本多公民館でも中庭があると言いましたけれども，恋ケ窪公民館は，規模は

小さいですけれども中庭だけは一番大きくて，昨日からスタートしまして，

親子20人ぐらいで大きなプールと水遊びをしながら楽しんだものになってお

ります。この夏休みずっとやります。また，今年50周年を迎える恋ケ窪公民

館になりますので，第44回公民館祭の部分を，その下のカテゴリー⑦の中で

50周年記念をいずみホールでやった発表会があります。これはもう終わって

しまったのですけれども，お祭りのほうはもう少し盛大に行っていきたいと

思っております。また３ページ目で，くぬぎ教室というものがあるのですけ

れども，本多，恋ケ窪，並木の３館で行っている18歳以上の知的障害者の方

向けの事業になっております。こちらについても，知的障害者の事業につい

てはくぬぎ教室がメインになりますので，恋ケ窪公民館としては充実させて

いきたいと思います。恋ケ窪公民館の特徴の16ミリ映写機というのがありま

して，「けやきの樹」の７月15日号に写真が載っているのですけれども，古い

16ミリの映写機を持っているのが恋ケ窪公民館になりますので，こちらを活

用して，先ほど矢島先生や鈴木委員がお話ししたとおり，五小ＣＳ，九小Ｃ

Ｓサマースクールで，16ミリを持っていって上映したり，近くの地域センタ

ーに持っていって上映したりというのを，これからも継続してやっていきた

いと思います。あと，コミュニティスクール協議会のお祭りは，今回も九小

の校庭とか体育館をお借りして，九小のＣＳの方々，農園をやっているＣＳ

もありますので，子どもたちにも農園でできたものを販売できるかどうか，

今収穫できていないので分からないですけれども，それを連携して事業を行

っていっております。以上です。 

事務局：光公民館です。公民館事業の10の体系に基づきまして代表的なものとして，

④の国際化・多文化共生でありますが，外国人のための生活日本語教室や，

４ページの⑥の子育て・教育の幼い子のいる親のための教室，⑦の自立・協

働・交流で光公民館まつり，あとは地下にホールがあるのですけれども，そ

こで⑩の連携でロックフェスティバル，通称ＰＩＫＡ☆ＲＯＣＫなど多くの

事業を実施しております。また，近隣の小中学校や高校，施設と連携を図り

まして，地域とのつながりを深めて光り輝く公民館となるよう努めていきた

いと考えております。具体的には，今現在，班長は国分寺市立第二小学校の

学校運営協議会委員及び第八小学校のコミュニティスクール協議会委員に当
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たっております。その会議にも出ているのですけど，先日は，八小のほうに

コミュニティ委員をお手伝いするということで本の読み聞かせに行ってまい

りました。６年１組でお話しをしたのですけれども，すごくよくお話を聞い

てくれました。あと２回あるので行きたいと思っております。二小のほうは，

主に10月にございます光公民館まつりの準備を進めております。そこで連携

事業として公民館で行う発表に加えて，二小のダンスクラブとか音楽クラブ

に参加してくれるという話も出ておりますので，そういったところと協力し

て楽しいお祭りにしたいと思っております。第三中学校におかれましては，

第三中学校の校長先生が光公民館運営サポート委員になっていることと併せ

て，光公民館まつりのパンフレットの表紙の絵を三中の美術部の子たちに描

いてもらいます。先日持ってきたのですけれども，そういったものでつなが

りを深めております。光公民館は以上です。 

事務局：もとまち公民館です。４ページ，５ページ，７月15日号の「けやきの樹」

になります。先の答申で，子どもに重点を置いた答申でございましたが，そ

の視点でご報告させていただきます。まず，７月15日号の「けやきの樹」を

御覧ください。夏休みに入りました。徹底的に子どもにこだわったイベン

ト・講座に今，努めているところです。そこでもとまち「サイエンスラボ

『ふわふわ わたあめ』のひみつ」というのを昨日行いました。これは大人

の講師ではなくて，ひかりプラザで小学生対象の科学教室が行われているの

ですけれども，そこで研究されて，東京都小学生科学展で都の教育委員会賞

を２年連続受賞した今村誼美さん，現在三中の１年生をお呼びして，その研

究発表と実際にそこで作られた，皆さん，ざらめの綿あめしか食べたことが

ないと思うのですけれども，シュガーパウダーでやったらどうだったのです

かとか，そういったものを実際に作って食べていただいて，その違いとかを

楽しんでもらいました。小さい２，３歳の子から小学校中学年ぐらいまでい

ろいろなお子さん連れで来て大盛り上がりでございました。その下に，もと

まち広場夏休みゲームスペースという形でとらせていただいております。そ

の下には５館共同でジュニアサロンという形で，夏休みに受験勉強ができる

勉強スペースをとってはいるのですけれども，勉強するだけが公民館ではな

いという立場で，公民館には大きいプロジェクターもスクリーンもあります

ので，ここに具体名を挙げると，任天堂スイッチをつなげて，実際に大画面

でみんなで集まってワーワーキャーキャー言いながら，東京経済大学のボラ

ンティアサークルのお兄さんお姉さんをお呼びして，みんなでワーキャーで

きればなという形で，公民館をより近しい存在に思っていただければと考え

ております。そういった部分だけではなくて，４ページ，今回の推しなので

すけれども，平和講座で「戦争の記憶を補強し継承する若者たち」という形

を設けさせて，未定と書いてありますけれども実際には10月から１月です。

実際に取り組んでいる東京大学の博士課程，東京藝術大学の博士課程，東京
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学芸大学の学生を講師にお呼びし，ファシリテーターとしてアジア歴史資料

センターの人をお呼びして，若者はどう取り組んでいるのかというのを実際

にご紹介していこうと思っているのと，これをそのままやってしまうと，申

し訳ないですけれども，いつもの年の上のほうの人たちになってしまうので，

それではいけないので明星高校の歴史関係の自主ゼミ，学芸大学の自主ゼミ，

そして青少年の地区委員会の南地区のほうで夏に戦争の絵本を読むという取

組を８年間やられていますので，そことも組んだ形で，なるべく若い人をい

ろいろな形で次の世代へ平和を引き継ぐのだということをやっていこうと考

えております。以上です。 

事務局：並木公民館です。先ほども申しましたが農業が盛んな地域ですので，農業

体験講座，火曜日午前中に地域の方からお借りしている農地で実際に野菜を

育てて収穫するという事業をしています。地元農家の方を講師としてお迎え

しまして，分からないところはその方に聞いて育てるということをしている

のですが，基本的には参加者の中でどういったものを育てるか，そういった

計画を立てて実際に育てるということをしています。その下の子ども農業体

験講座，こちらも同じ農場を使いまして，農業体験講座に参加している方に

講師になっていただいて講座を実施しております。 それから⑦自立・協

働・交流のところですが，並木公民館まつりが５月に３日間で開催しており

ます。子どもまつりは開催が未定となっておりますが９月10日に開催する予

定で，こちらは並木公民館としんまち児童館，それから並木図書館共催で，

会場は五中もお借りして実施する予定となっております。さらにその下の並

木芸術ギャラリーは，並木公民館は１階にありまして，恋ケ窪，もとまち，

光は公民館は上のほうにあるのですが，並木公民館は１階にありまして，真

ん中にロビーがあって，部屋がロビーの周りにあるので，広くロビーが使え

ますので，個人の方，団体の方がの作品を募集して１か月ごとに展示する事

業を実施しております。それから⑧の大人の学び，こちらも先ほどありまし

た並木公民館も障害者の方を対象にしましたくぬぎ教室を実施しております。

それから⑨子どもの育ちですが，学習支援事業ということで，並木公民館は

学校や塾で教わらないことを，子どもの好奇心をくすぐるようなことという

ことをサポート会議のほうで検討しまして実施しております。それから，今

日が初日なのですけれども，子ども陶芸教室を実施しておりまして，こちら

は並木公民館で活動している陶芸教室の方にご協力いただいて，７月15日号

のカラーの面の左下にある「世界でひとつだけのマグカップづくり」という

ことで，３回講座で小学生を対象に実施しております。並木公民館について

は以上でございます。 

田中委員長：ありがとうございました。すごいですよね。それぞれ聞いてみると，この

「けやきの樹」を見ても子どもというのに絡むのがすごく多いですね。それ

から，講師に若者が務めるとか，それから，「ふわふわ わたあめ」は中学生
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が講師として来る。この辺り，何かパッと見で公民館というとどうしても中

高年中心と一般市民は思っていると思うのですけれども，実は着実に若い層

に移っているのですよね。ですから，その辺がもっと分かるように例えば

「けやきの樹」の中に子ども，若者向け講座は星印とか，子ども，若者が講

師をする講座は二重丸とか何か分かるように，少し前期の答申でも子ども，

若者が企画に参加するとか，その辺りが１つのポイントになっていましたの

で，そういう流れの中から見ても，公民館は実は子ども，若者が活躍し始め

ているのだよというのが市民に見えるようにすると，大分市民の見方が変わ

ってくるのではないかと。コミュニティスクールと絡めていくと，学校との

連携はますます重要でしょうし，そういったところも含め，子ども，若者が

もっと前面に見えるような形で情報発信するといいですね。では，勝手に私

が言ってしまいましたけれども，今の報告についてご質問とか感想とかあり

ますか。どんなことでもいいですけど。それでは，今，特になければ次の協

議事項の最初の議題がこれとも絡んできますので，またそのところで思いつ

いたらお願いいたしたいと思います。 

 

協議事項 

（１）今後の審議会について 

田中委員長：それでは，協議事項に入ります。（１）今後の審議会についてというところ

で，事務局からお願いします。 

事務局：今，市内５館のそれぞれ事業を紹介させていただきました。国分寺市内に

は５つの公民館がありまして，それぞれの館がその地域の特色を生かしなが

ら，事業に取り組んでいるところです。第４期では，こちらで諮問させてい

ただきましたテーマ「ひととひとをつなぐ持続可能な公民館活動について」

ということで，答申を頂いているところですが，また次回以降，皆様にその

答申を見ていただこうと思っております。今後の公民館事業を推進していた

だくというところで，皆様から頂いたご意見を基にさらなる公民館事業が充

実していくことを願っているところではございますけれども，各館の事業に

既にいろいろと参加していただいたり，ご存じだったりしていらっしゃる委

員の皆様もいらっしゃいますし，今初めて公民館ってどんなことをしている

のという入り口にいらっしゃる方もいらっしゃると思うので，これから各回

私どもが公民館の事業についてさらにＰＲを皆様にさせていただきながら，

いろいろとご意見を頂いてまいりたいと思っております。これからどんなこ

とを話していったらよろしいのかというところで，今日は初日ですので，い

きなり伺ってもというのはあるのですけれども，今ご紹介した公民館の主催

事業の５年度の予定ですとか，本日お配りした資料，または今までに公民館

をご利用いただいている中から，自由に今後審議会でどのような話をしてい

ったらいいかとか，感想でも結構です，いろいろなご意見を頂ければありが



13 

 

たいと思います。 

田中委員長：ありがとうございました。通常だと，会議が始まる前に30分ぐらい時間を

とって，正副委員長と事務局で打合せをして，時間配分とかを相談して始め

るのですけれども，今日は初めて今，決まったので何も打合せをしていない

ので，私から確認しますけど，今の議題がもしかしたら今日の中心的な協議

事項になりますよね。割と時間を使っても大丈夫ですか。 

事務局：そうですね。 

田中委員長：３時半まで使っていいか，あるいはもう少し長く使ってもいいか。 

事務局：ほぼ今日はこの協議事項中心で30分ぐらい大丈夫だと思います。 

田中委員長：大丈夫ですか。分かりました。では取りあえずは３時半ぐらいまでやろう

かなと思います。では腰を据えてやるということで，どこからでもというや

り方もありますけれども，せっかく今日それぞれの公民館利用者代表の方も

見えているので，さっき館長から報告を頂きましたけれども，今度は市民の

側からということで，もしよろしければ本多公民館から，今，本多公民館は

市民から見てこういう活動をしているとか，こういうのが今売りだとか面白

いとか，あるいは課題だとか，何でもいいですけれども，公民館の活動のご

紹介を簡単に２，３分，最大５分でお願いできるとありがたいのですが。例

えば稲津委員からお願いしてもよろしいですか。 

委 員：そういう質問に答えるのはすごくつらいです。 

田中委員長：つもりではなかった。 

委 員：どちらかというと，私，実は住まいは東元町なのです。ですから日常利用

しているのはもとまち公民館なのです。なぜ本多公民館かというと，本多公

民館は逆に異世代事業のほうで講師をしているものですから，あとその関係

でサポート会議に出たり，どちらかというと職員のほうに近いような感じで

いるものですから，利用者がどういう方向でと言われると，サポート会議で

もちろん報告は受けているのでそれなりのことをしゃべろと言われればしゃ

べれますけれども，あまり実感していないのです。 

田中委員長：分かりました。体系的な説明というのではなくて，今サポート会議に出て

おられて何か感じていることとか。 

委 員：逆に，初めて参加させてもらい，公運審に期待することというか，サポー

ト会議で公運審の報告は頂いていましたし，この非常にすばらしい分厚い報

告書も後で見させていただこうかなと思うのですけど，やはり皆さんの貴重

な時間を頂く，私は暇な時間ですが，何か成果を上げたいなと思っているの

です。サポート会議でもそうですけれども，やはり何の目的，何か成果を出

さないといけないのかなと思うのです。成果というのは，必ずしもこういう

報告書ではなくて，目に見えるもの，見えないものでもいいですけれども，

毎年よくなっていけばいいのかなという感じがしているので。やはり将来に

向かって変化していくこと，そういうものを見つけていきたいなと。今，公
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民館を私が活動している中で非常に疑問なのは図書館との関係。公民館はほ

とんど図書館が併設されていると思うのですけれども，サポート会議の委員

の中に，本多公民館の場合には図書館の方が入っていないです。ほかの公民

館の場合はほとんど図書館の方が入っていると思うのです。もっと図書館の

ほうも市民に開いていいのかなという気がするのです。町なかの図書館は非

常に今，喫茶店と併設したりしていますけれども，多分，今ほとんどの図書

館は飲食禁止にしていると思いますし，受験生が勉強しているとあまり好ま

しくは思わないと思うのです。そのようなところで，公民館活動というのは，

同じ建物に図書館がありますし，そういうところの連携がうまく取れないの

かなというのが，１つ活動としては思っています。あともう１つは，公運審

は正直言ってサポート会議で報告を受けている限りでは，何かつまらないな

という感じがしていました。いわゆる表面的なことをしている感じがしたの

で。私は今日参加して，今までの感覚とは違って，もう少しフレンドリーな

感じでやっていけそうな感じがしますし，委員長，副委員長さんもすてきな

方がなりましたので，今年度よくなるなという気がしています。どなたが新

しいのか分からないですけれども，６名ほど新しい委員になっているという

ことですから，また新しい目でいろいろなことができるかと思いますし，期

待のほうが大きいです。 

田中委員長：ありがとうございます。ぜひその辺りは次回見つけていただいて，みんな

で新しい公運審を作っていくことができるといいと思います。ありがとうご

ざいました。 それでは順番で申し訳ないですが，鈴木委員，よろしいです

か。どんなことでもいいです。 

鈴木副委員長：幾つかあるのですけれども，まず最初に館長さんたち皆さんにお聞きした

いことが１つあって，前期答申の文章とか内容を検討する中で，今年度の事

業に反映させたことというのが幾つかあると思うのです。先ほどのご説明の

中でも幾つかあったなと推測はしているのですけれども，どれがどうである

かということを後で伺えたらいいというのが１つあります。それから恋ケ窪

公民館のことを申し上げますと，私は恋ケ窪公民館の運営サポート会議に出

て今年で３年目なのですけれども，いろいろ面白いことは面白いのですけど，

お笑い芸人を呼ぶので若い委員の方は「いいぞ」と言うのですが，年取った

方は「ええっ」と言うし，それでも芸人さんを呼んで面白いことをやると，

やはり若者が集まってきたよねというのがあって，今後も続けてほしい。そ

れからこの間のいずみホールの発表会のときにも来てくださってコントをや

り，それから後半の司会をやってくださったのですが，そのことについても

古い人間と若い世代とでは反応が違うというのがあったりするけれども，こ

れから支えていくのは若い人だから，そちらのほうを勉強しようかなとか思

っていたりします。あとは，いろいろと年配の方と若い利用者との間をどう

つないでいくかというのが難しい。私も古いですけれども私以上に感覚が古
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い方が利用者の方に大勢いらして。全部公民館のスタッフの方にやっていた

だいて自分が参加するみたいな。そういうことではないだろう，昔の公民館

はそうではなかったでしょう，それを忘れたかと言いたくなるのですけれど

も，そんなことがあったりするので，どうつないでいこうかなと思っていま

す。近々の恋ケ窪公民館のホットニュースは，念願のエレベーターではなく

て，その代わりに車いす用の昇降機が25日に入りました。私も体験させてい

ただきました。詳しいことは加藤館長さん，お願いします。 

事務局：館長のほうから報告させていただきます。鈴木委員から報告があったとお

り，７月25日に階段昇降車というものが入りました。階段に常設するもので

はなくて，台車みたいなもので，重いものなのですけれども，電動のもので

す。それに車いすを載せて角度をつけてそのまま階段を水平に下りていくと

いうものであります。８月２日に管理人のほうが研修を受けて全ての職員が

全員受けられることになります。まず７月25日から本格稼働しているところ

です。まだ一般の利用者は鈴木委員だけしか乗っていませんけれども，基本

は研修を受けた職員しか作動できないので，まだ一般の方が乗っていない部

分でどんな問題点があるかこれからですけれども，200キロまで耐えられる耐

荷重のもので毎日充電をして使うという形になっておりますので，もし皆様

もご都合のつく日がありましたら，恋ケ窪公民館に来ていただいて，車いす

もご用意していますので，ぜひ乗っていただけると，エレベーターほど快適

ではないかもしれませんけれども，活用できるかなと思っています。以上で

す。 

田中委員長：鈴木委員，よろしいですか。 

鈴木副委員長：はい，ありがとうございます。 

田中委員長：それでは続きまして川上委員，よろしいですか。 

委 員：光公民館を私は長いこと利用してきているのですけれども，私どもの委員

会のテーマは地域で子どもを育てるというところで，光公民館に限らず公民

館がやはり地域の要になっていくといいのかなといつも考えて活動していま

す。光公民館は地域の人たちに開けていて，いいかなという感じには思って

おります。例えばコミ協に高校生が来たり，サポート会議も地域の学校の校

長先生や歴代ＰＴＡ会長が来たりして，その中でみんなで地域のことを話し

合ってやっていけたらいいなと考えております。 

田中委員長：ありがとうございました。それでは，もとまち公民館について江渕委員，

よろしくお願いします。 

委 員：私も今振り返りますと，2018年にもとまち公民館で詩吟の活動を始めたわ

けなのですが，公民館をそれまではほとんど意識していなかったのです。公

民館の存在自体が，今振り返ると私の中になかったのです。もとまち公民館

の場合は１階部分が図書館で，公民館は階段を上がって上なのですけれども，

敷居が高い。２階だから高いは高いですが，気分的にも非常に高くて，スー
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ッと行けるという感じではない。気持ちも行けない，上がっても行く，そう

いう感じがありまして。図書館にはしょっちゅう行っていたけど，公民館は

全然眼中にないというか気持ちがなかったのです。どうしてかなと思ったの

が，私，今，皆さんのお話を聞きながら振り返ったのですけれども，小さい

ときに公民館体験をさせるということが非常に重要なのではないかしらと思

いました。要するに，知ろうとしていないというのは，仕事のことだとかい

ろいろなことで頭がいっぱいで，確かに公民館にわざわざ時間を作ってまで

行こうと思っていただきたいとしても，それは小さいときに公民館を１回の

ぞいたことがあるなとか，そういう体験があったら，仕事が忙しいときでも

行く，または年取って退職してからも行く。そう思ったら，今，もとまち公

民館は非常にお子さんに対しての活動が盛んなのですね。私も「ジャックと

豆の木」の人形劇に行きましたし，お祭りはいっぱいだったので，え，いっ

ぱいなのだと思いましたけれども，そういうものを私もサポート委員もさせ

ていただいているので，一度ザーッと見せていただこうという気持ちもある

のです。見ない限りいろいろ意見も私自身が言えないですけれども，今こう

いう感じで「けやきの樹」を拝見させてもらって，「ふわふわ わたあめ」も

中学生の人を講師に選んだとか，すごく斬新なアイデアというか，誰がこう

いうことを考えたのかなと思うぐらいにすばらしいといいますか。やはり若

いときに，小さい幼稚園でも，公民館体験をさせてあげる。それがずっと生

涯にわたって公民館をどこかで愛していただくものにつながっていくのでは

ないかなとチラッと，今，皆さんの意見を伺いながら思ったことでした。 

田中委員長：ありがとうございます。小さいときの体験が大事ということですね。先ほ

ど川上委員も子どもを育てるときの拠点とするというお話がありましたけれ

ども，前期から公運審の会議の中でもそういう話題が出ていますよね。子ど

ものときからというのは，そういう課題が議論されていて，教育委員会の方

の懇談会でもやはりそういう話が出ているので，答申にも入っているのです

けれども，今期いろいろやる中でそういう子どもに焦点を当てて，さらに何

かアイデアを出し合ってみてもいいかなと思いました。それでは，最後にな

りますが並木公民館のことで，坂本委員，お願いします。 

委 員：私も住まいは高木町なものですから，住まい的には光ではないかなという

感じを持っているのですけれども，ご縁があって並木の農業体験講座に入ら

せていただいて。今，35名ほどいらっしゃると思うので，いろいろな方とい

ろいろなお話をしながら，目的の農業体験をするということで，非常に楽し

く，また充実した時間を過ごさせていただいているなと実感しておりますの

で，並木公民館のために頑張っていきたいなと思うのですけれども。鎌田館

長から先ほどご紹介があったとおり，目玉は陶芸の窯と，あと今お話しした

農業を盛んに取り組まれているメンバーがいる。あと館内のギャラリーも定

期的に年間通しておやりになっているという辺りが特徴なのかなと思うので
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すけれども，非常に周りの環境がよくて，この間サポート会議第１回を開催

されて参加させてもらったのですけど，やはりハードとソフトと両方の部分

で魅力のある館になったらいいなという思いを持っています。例えば鎌田館

長と雑談レベルでお話ししたのですが，私は本多公民館の中庭が非常にすて

きだなと思っていまして。もちろん恋ケ窪の公民館にも中庭があって行かせ

ていただいたことがあるのです。光は１階にカフェが小さくあると思うので

すけれども，本多は飲食で立派なのがあると思います。何か少しカフェ的な

おしゃれな感じをハード面のほうで準備すると，もう少し若い方だったり子

どもたちだったり，若い世代が，いいなということでいろいろな目的，利用

目的は選ぶと思うのですけど，利用されるのではないかなというお話を雑談

的にしていたのです。あとは，前期第４期のときにお話が出ていたＷｉ－Ｆ

ｉですよね。現状はほとんどポケットＷｉ－Ｆｉを活用されているという話

だったですけれども，専門家の方に１回講義いただいて，ポケットＷｉ－Ｆ

ｉよりはちゃんとＷｉ－Ｆｉをセットしたほうが，費用的にも安いですよみ

たいなお話があったのですけど，ご予算とかいろいろあると思うのですが，

そういった設備面の対応とか，あとは公民館内の部屋の名前を，あるいは公

民館自体をニックネームみたいなものをつけて，もう少し柔らかく皆さんが

接するようなことができたらいいのではないかな。第１会議室，第２会議室

みたいなのではなくて，もう少し，よくありますよね，何か名称でしたら，

来られる方も何かちょっと変わろうとしているなという感触を受けられると

か感じられるのではないかみたいなことを思っています。ハード，ソフト面

両方で，ハードは多少お金がかかるかもしれませんけれども，変わっていく

必要があるのではないかなと思っております。最後にもう１点だけ。第１回

サポート会議を行った中で，地域の方々，利用者以外です。並木は並木の会

という地域の会があるということで，その地域との関わりを，公民館をどう

するかということプラス，公民館とほかの自治会とか学校はもちろんありま

すけれども，例えばそのほかの公的な消防署ですとか等々，地域の防犯とか

防災とかも含め，地域の会議というのが並木公民館も関わって開催されてい

るということで，今後そういうところまで広げて活動をどういうふうにして

いったらいいのだろうかということが１つ，サポート会議の中で議題にもな

っていましたので，これはこれからまた取り組んでいくことかなと思ってお

ります。 

田中委員長：今の最後の並木の地域会議ですか，おっしゃったのは，私も本多公民館の

地域会議に毎回出させていただきまして，勉強中なのですが。ここで地域が

つながるというのはとてもいいことなのですよね。ありがとうございました。

今，５館それぞれ市民の立場というか，それぞれの成果をお話しいただきま

したけれども，つなぐという点からいくと，稲津委員の図書館と公民館，鈴

木委員の若い層と年配の人たち，今の坂本委員の地域といろいろな団体をつ



18 

 

なぐ。つながるというので幾つか話が出たなと自分自身が見出しをつけまし

た。あとは，子どもの問題ということで，川上委員，江渕委員から，小さい

ときからの体験が大事だということも出ました。坂本委員からは，ハード，

ソフト面での魅力ということで両面の話がでましたけれども，稲津委員から

は面白い公運審にしたいとお話がありましたけれども，坂本委員のは面白い

公民館したいということでありますが，やはりもっともっと我々も面白くし

ていく，これが大事だなと改めて思いました。 

委 員：もう１点だけいいですか。ＳＮＳの利用というか，公民館５館共通のツイ

ッターが作られていると思うのですけれども，あの辺の知名度もいま一つな

いのではないかと，この間サポート会議に出ていまして，私も拝見させてい

ただいたのですけど，やはりその辺のところをこれからもっと活用していく

必要があるのかなという感じがしましたので。なかなか高齢者にはハードル

の高い議題なのですが，やはり若い奥さん方が参加しているところに行きま

すと，もう当たり前のようにＬＩＮＥで交換したり，もう男がおいていかれ

ていますので，公運審も女性のほうが多いですし，ＳＮＳの活用という，申

込みもつい２，３年前までは往復はがきでとかやっていましたけれども，最

近はメールで申込みできるようになってきています。あともう１点，スマホ

の充電器，誰がどう設置したか知らないですけれども，各公民館のところに

ついているのですけれども，あれは絶対に充電したことのない人がつけたと

思うのです。外についていて，鍵もかからなくて，炎天下で充電終わるまで

あそこに立っていろと言うのかというぐらい，ほとんどの公民館のところも

使っていないと思うのですけど，もったいないのであれを撤去して，ちゃん

と建屋の中にでもどこにでも，利用したいことは利用したいのです。でも，

あれでは利用できないのでもったいないと思うので，公運審の言うことなの

かどうか分からないですけれども，あれは使われていますか。 

事務局：あれは災害用です。 

委 員：あれは災害用なのですか。 

事務局：だから公民館の外に置いている。一応恋ケ窪は道路がないので置いていな

いです。それ以外は全部災害用なので。 

事務局：しかも国の補助金です。 

委 員：お金はどうでもいいですけれども。 

事務局：撤去するとか，中に移動するという話になったら，返還しなければいけな

くなってしまう。あそこに置くということで補助金をもらっているのです。 

委 員：災害用なのですか。 

事務局：災害用です。 

委 員：外に加えて中にも置けばいいですよね。 

事務局：太陽光。 

委 員：太陽光でやっているから。 
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事務局：太陽光でやっているから，つながらないです。 

委 員：建前は格好いいのですよね。使おうと思うと使えないだけで。 

事務局：光公民館辺りは，暑い中ですけど，高校生とかが充電がなくなってくると，

５分ぐらいたてば２％ぐらい戻して。 

田中委員長：ありがとうございます。ＳＮＳ問題は前期もでていましたけど，どうして

も行政が出すＳＮＳは制約があって，なかなか面白くない。若者はまず行政

のは全部はじいていると聞いたりしたのですけど，今はどうなのでしょう。

公民館としてのＳＮＳ利用について現状とか特色とか課題とか。 

委 員：あのツイッターはどこが主にしているのですか。 

事務局：各館です。 

委 員：誰かがまとめていますよね。 

事務局：いえ，各館です。各館でやって，課長が承認して出すという形です。 

委 員：寄せ集めですか。 

事務局：寄せ集めです。 

委 員：だから統一感がない。 

事務局：だから，もとまち公民館はもとまち公民館で書いて課長の決裁をもらって

出す。並木は並木でそう，それぞれの館でばらばらです。 

田中委員長：では，また多分この問題も出てくると思うのですね。ありがとうございま

した。今，それぞれの方からきっかけとしてお話しいただいたので，そのほ

かの方々から何か，そういうことなら私もこういう考えがとかありますか。

有馬委員，去年おられた経験を含めて何かありますか。 

委 員：昨年は初めて公運審に出席させていただいて，本当に公民館はいろいろな

活動をされていらっしゃっていて，それがもっともっと多くの方々，もちろ

ん参加はされていらっしゃると思うのですけれども，参加をしてもらう若い

方々にもぜひ使っていただきたいという思いがすごく伝わってきたところで

はあります。というところで公運審の答申が出てきたところかなと思うので

すけれども，その答申をどのような形で生かされてくるのかなというところ

が，私がまだ流れを全部のところを見切っていないところではあるので，ぜ

ひ次のところ，今回の活動につなげられるといいのかなと思っております。

今回もとまちさんのほうでもいろいろサポート会議に参加させていただいた

りしながら，各館でもいろいろ考えられていらっしゃったり，特色をという

ところでいろいろ見させていただきながら，全体それぞれ共通でできるとこ

ろをまた一緒に考えていけるといいのかなと考えてはおりました。 

田中委員長：今，もとまちのサポート会議にも出ていらっしゃるのですか。 

委 員：サポート会議のほうにもお声がけを頂戴しまして参加させていただいてお

ります。 

田中委員長：いろいろな視点からよろしくお願いします。辻委員，いかがですか。 

委 員：それこそ今回の新しい６人の委員の１人で，全く右も左も分かっていない
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ので，できるだけ行われているいろいろな催しをまず見せていただいて，勉

強しながら自分の意識を高めていきたいと思っているのですが，自分の経験

上で言いますと，自然・環境とありますけれども，私は教員の現職時代から

学校の内外で自然の観察会を随分あちこちでやってきましたので，まずは見

せていただいて，こういうことだったら私も，委員としてではなく市民の１

人としてお役に立てることがあるかもしれないなということも含めて，それ

だけではなくていろいろなものをまずいっぱい見せていただきたい，あるい

は参加させていただきたいと思っています。それから市民としてですけれど

も，最近とても少なくなって悲しいのですが，市民農園，私，３回連続で当

選していた西恋ヶ窪の市民農園が，借りている途中で１年目の終わりに１月

でやめてくれと言われて，もう今は見事にほとんど住宅になってしまいまし

た。その後，西国分寺の駅のところとか，日吉ですか，マルエツのもう少し

先のほうですけれども，あそこも両方とも落ちてしまって，しかも市民大学

校だか何かそこに提供する場所が多くなって，そこも区画が少なくなってい

るということで，また申し込もうと思っているのですが。そういう意味で，

農業体験みたいなもの，自分が借りられる借りられないではなくて，50年ぐ

らい学校の教材とか畑とかいろいろやってきたのだけど，いまだにうまくで

きないことがいっぱいあって，今，マンションのルーフバルコニーで大きな

プランターを20個ぐらい置いて，家族からは死んだらどうするのと怒られて

いるのですけれども，植物のことを中心にずっと教員をやりながら研究をや

ってきたので，自然の草花も好きだし，野菜とか草花を育てるのも好きなの

で，市内で今どんなことが公民館の活動を中心に行われているのかというの

はしっかり見学をして，お役に立てることがあったらお役に立ちたいなと思

っています。それから，副委員長の鈴木委員が，コミュニティスクールのこ

とで随分ご活躍で，実は研究発表会に私，ＰＴＡの会長をしておりましたの

で見学もさせていただいたのですが。２年後をめどに市内各校がコミュニテ

ィスクール化をするという目標を立てているようで，実は一中の校長から今，

「辻さん，あなた，うちのコミュニティスクールの仕事をやってね」言われ

ているので，その辺の公民館との連携もぜひご助言いただきながら，取り組

んでいければいいなと思っています。 大体そんな感じです。 

田中委員長：委員が体系的にこの講座に出たいということであれば大丈夫ですよね。そ

れではぜひ。それから後で言おうと思っていたのですけれども，公運審はこ

れまでずっと本多公民館でやっているのですけど，私もそうだし，辻委員も

まだあまり公民館をご存じないし，各館で順番にやるのがあってもいいです

よね。それぞれの状況を見せていただいたほうが，発想が湧くかなという気

もして。 

委 員：行ってみたいです，いろいろな公民館。 

田中委員長：そうですよね。数えてみたら多分，今年度あと５回ぐらいあるので，１館



21 

 

ずつ行けば全部回れるかなと思ったりもしまして。不都合があればおっしゃ

ってください，勝手に思いついたので。 

委 員：私も提案しようと思っていました。 

田中委員長：後で日程を相談するときに，併せて少し相談しましょう。ありがとうござ

います。 それでは，矢島委員，何か。今，コミュニティスクールも出まし

たけれども。 

委 員：私も新参者ですので，どういう意見をこの場で言うことが大事なのかなと

考えながら話を聞いていたのですけれども。先ほどどなたかから公民館の敷

居が高いよという話だったですが，まさに先日ですが，公民館の方と話しを

する機会がありまして，学校は敷居が高いのだよねということを言われたと

記憶があります。私などは全然意識していなかったのだけど，傍から見ると

そうなのかなと。敷居の高い同士だと，きっと連携もできないだろうなと考

えながら今，話を聞いていたのです。各館の今取組をお聞きしていますと，

本当にいろいろな考えでいろいろな取組をされているなというところにまず

感銘を受けたのと，特に子どもたちに焦点を当てて，とにかく来てもらいた

いというところで，もとまちでしたかはゲームをやってみようなどというの

は，多分子どもたちは大喜びだと思うのです。ああいったところで公民館に

まず入ってみて，公民館はこんなところなのだなと感じてもらうのは大事な

のかなと思っています。恋ケ窪公民館も私は近かったのですけれども，本当

に子ども向けの講座が，プールもそうですけど，たくさんあるのです。新し

い学習指導要領でも，子どもは地域の中で育てていくというところがメイン

に書かれているのですけれども，学校は究極の同世代集合なのですね。あっ

ても１年生から６年生までの縦割りなのですが，公民館は異世代との交流が

できる場だと私はすごく思っているのと，あと公民館には本当に主体的に学

んでいる人たちがいっぱいいるのだな。学びたくて学んでいる人がいっぱい

いるのだなというのをすごく感じているのです。なので，そういった人たち

が何でこういうふうに目を輝かせて学ぶのだろう，勉強するのだろうという

のを子どもたちが間近で見ると，きっと子どもたちは我々が授業で教えてい

るのとは違う学びを，例えば農業をやっている方々のそばに子どもたちが行

って，何が面白いのというところから入っていって，そこにまた目覚めてい

くとか，陶芸をしている人たちのところへ行ってジッと目を輝かして見てい

る子どもたちがいるというのを想像するだけですてきだなと思っています。

だからこそ，子どもたちが公民館に行く仕掛けがたくさんあるといいのかな

と思っています。やはり，主体的に学ぶという人たちのその思いというのは，

これから子どもたちの学びの循環ではないですけれども，僕たちも，私たち

も公民館に行って，これからずっと老いるまで勉強していきたいなという気

持ちになるのが生涯学習なのだなと思うと，学校ではできない体験が公民館

にきっとあるのかなと可能性をすごく感じました。 
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田中委員長：ありがとうございました。感動的なお話を聞きました。多世代がいるとい

うのは，我々もいつも学校とは違うというのを思っていましたけれども，主

体的に学んでいる人たちがいるという視点はやはりすごいですね。確かに子

どもたちはやらされているという思いが強いでしょうから，そう考えると好

きなことをただ学んでいるというのは，実は子どもたちに後ろ姿でいろいろ

なことを教えていることになるのですね。これはすごいですね。いい形で交

流できるといいですね。ありがとうございます。それでは松田委員，最後に

恐縮ですが，何かありますか。 

委 員：私も初めてこれに参加したものですから，皆さんのご意見を聞いてこれか

ら勉強していきたいなと思っています。まだ勉強が足らないので，意見とい

う意見はまだ出ないですが，よろしくお願いします。 

田中委員長：ありがとうございます。いずれチャンスがあったら，島根県の公民館の様

子を聞かせていただいてもいいですか。 

委 員：はい。 

田中委員長：島根県の公民館は有名なのです。特に松江市は。どちらですか。 

委 員：私は浜田。 

田中委員長：浜田ですか。浜田もまた特色ある公民館活動を。 

委 員：そうです。図書館と併設しているところはないですけれども，公民館は幾

つかありまして，体操教室とかいろいろな生涯学習もこちらと同じようなと

ころがありますけどね。私は詩吟の教室を自分でも教えていたものですから，

俳句の教室とかいろいろな教室がありましたよ。中高年の人が参加されてい

ましたね。年に１回発表会があったりしまして，盆栽教室だったら盆栽の展

示をしたり，俳句は俳句の展示をしたり，そういうのがありました。 

田中委員長：分かりました。またおいおい出していただけると。 

委 員：はい。おいおい。 

田中委員長：浜田は，公民館は住民協議会か何かが運営していますか。そうでもなかっ

たですか。 

委 員：市のほうが運営しているのではないかな。 

田中委員長：市の直営でしたか。 

委 員：だと思います。 

田中委員長：では，またよろしくお願いします。 

委 員：はい，よろしくお願いします。 

田中委員長：それでは，皆さんから一通りご意見を伺いましたけれども，刺激されてこ

ういうことを思いついたとか何かありますか。館長さんから何か，今の皆さ

んの話からコメントすることありますか。特によろしいですか。この公運審

は，館長さんが全部出ていただいているので，委員と館長さんとのコミュニ

ケーションが結構できるので，答申を作るときも一緒に考えながらというこ

とをやっていますので，また今度もいろいろとコミュニケーションをしなが
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ら進められるといいなと思っています。 

 

（２）東京都公民館連絡協議会派遣委員の選出 

田中委員長：それでは協議の（１）が終わったところです。（２）ですけれども「東京都

公民館連絡協議会派遣委員の選出」についてということで，事務局からまず

説明をお願いできますか。 

事務局：お配りしました資料の資料１－７を御覧いただきたいのですけれども，「東

京都公民館連絡協議会規約」とあります資料です。国分寺市は，東京度公民

館連絡協議会に所属しております。23区で公民館でここに入っているという

ところも，公民館自体23区はないと聞いているのですが，26市でも，公民館

があっても入っていたり入っていなかったりしておりまして，国分寺市を入

れて９市がこちらの連絡協議会に入っております。特徴的なのが，この構成

員というところで，部会が幾つかあるのですけれども，裏面の第７条に館長

部会，職員部会，委員部会とあります。館長部会というのは，各公民館の館

長が集まった会議ということで館長部会。職員部会は，公民館の職員が集ま

って会議をする会。そして委員部会というのは，それぞれの自治体によって

公運審の委員さんの会議ということで，それぞれに該当する部会に国分寺市

も出席しているのですけれども，今回は公運審の皆様が第５期に入りました

ので，５期の代表で委員部会に出ていただく方をお１人選出していただきた

いと思っております。それぞれテーマがありまして，出席していただいたと

きに自分たちの市のことをお話しして情報交換等をしております。このほか

にも研究大会というのがありまして，今回は国分寺市が担当しております研

究大会がありまして，２月に私どもが事務局をして皆様をお招きして，テー

マをこちらで設定している途中ですけれども，こういった大会の事務局も請

け負っているところでございます。内容についてはおいおい皆様と情報共有

させていただきたいと思っております。本日は，この委員部会に出席してい

ただく委員の方お１人選出していただきたいと思っています。よろしくお願

いします。 

田中委員長：ありがとうございました。お話があったように２月にここが事務局という

形で，関東ブロック，東京都。 

事務局：この管内，東京都です。 

田中委員長：都公連の大会が，国分寺が事務局になる。 

事務局：事務局で担当しています。 

田中委員長：順番に回ってくるうち，今年度回ってきたわけですか。 

事務局：はい，企画運営を担当いたします。 

田中委員長：では，いろいろ我々からアイデアを出す。 

事務局：そうです。いろいろ各種の委員さんに集まっていただいて決めているとこ

ろなのですけれども，その事務局をやっております。 
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田中委員長：分かりました。今，課長からお話しがありましたけれども，行政内にいろ

いろな審議会，委員会がありますけど，通常はこうやって集まって事務局か

ら審議事項を出されて議論して，提案したり答申を出したりというので，こ

の中での会議が中心ですが，公民館運営審議会のいいところは，他地域のこ

とも勉強しながら議論できるというのがあるのです。それというのも都公連

と役所は言っていますけれども，東京都公民館連絡協議会というものを通し

て，多摩地域の他の公民館の状況を勉強しながら，審議会の意見を出したり

できる。また，自分の公民館活動にも参加できるということで，その辺りが

かなり視野を広くできるという意味で，いい環境にあると思います。そうい

う中で委員部会というメンバーに入れば，直接委員部会の会議があって，ほ

かの地域の委員の方とコミュニケーションしたり，お互いにいいところを出

し合ったり，問題点を出し合ったりして，視野が広くなるということがあり

ます。委員部会は何名出るのでしたか。 

事務局：１名です。 

田中委員長：これまでは大体。 

事務局：前回は田中副委員長に出ていただきました。 

田中委員長：これは委員であればどういう方でもいいのですね。 

事務局：はい。委員の方が対象となります。 

田中委員長：いかがでしょうか。 

事務局：実際のところ，何が話し合われているかというと，各公民館で具体的に何

やっているのですかみたいなことをやるので，できればサポート会議から出

されている５人の方から出ていただいたほうがいいかなと思います。 

田中委員長：分かりました。確かに国分寺の公民館のことを情報提供しながらやり取り

していくということで，できれば公民館のそれぞれのサポート会議のメンバ

ーの方，そういうことになるでしょうかね。ではどうでしょう。サポート会

議のメンバーの方々，少しは審議会の経験ある方のほうがいいかと。 

委 員：推薦でも大丈夫でしょうか。 

田中委員長：はい。立候補がもしあれば受けますけれども。では，まず推薦の前に立候

補というかやってみたいなという方いらっしゃいますか。 

委 員：月例で会議があるのですか。この連絡協議会に選ばれると，毎月会議があ

るのですか。 

田中委員長：これはどうですか。 

事務局：毎月です。 

委 員：何曜日とかは。 

事務局：第４木曜日です。 

田中委員長：では，やってみようかなと思う方はいらっしゃいませんね。では推薦。 

委 員：前期のところから関わっている坂本委員を推薦させていただきたいと思い

ます。 



25 

 

田中委員長：というご推薦がありますけれども，そのほかいかがでしょうか。よろしい

でしょうか。坂本委員，推薦されましたけれども，いかがでしょう。 

委 員：はい。連絡係ということで。 

（拍手） 

田中委員長：では，よろしくお願いします。 

 

（３）今年度の定例会の日程について 

田中委員長：それでは，続きまして（３）今年度の定例会の日程についてというところ

で，資料１－８ですね。これも事務局からご説明をお願いします。 

事務局：事務局です。資料１－８を御覧ください。公民館運営審議会は基本的に年

度で８回開催されているものになります。今年度に関しては，前期の４期で

４月５月に開催しており，残りは６回という形になります。残り６回分のと

ころで今年度の日程の案というものを出させていただきました。先ほどお話

にもありました，どこの場所でやるかというところも含めまして協議をして

いただければなと思っております。また，年度の終わり頃になったら，また

来年度の日程を考えていきたいと思いますので，まずは今年度の第６回まで

のところの日程の調整をお願いしたいと思いますので，よろしくお願いいた

します。 

田中委員長：ありがとうございます。場所の前に，まず日程が全部金曜日で組まれてい

ますけれども，今の時点でとにかく駄目だというか，金曜日が駄目という方

がいらっしゃったら変えなければいけないので，金曜日の午後の時間，いか

がでしょうか。大丈夫そうですか。 

委 員：大丈夫です。 

田中委員長：矢島委員も学校の関係，大丈夫ですか。 

委 員：はい。 

田中委員長：では，金曜日ということでよろしいですね。具体的な日程で，たまたまこ

の日が駄目ということがあれば，ほかの週に変えるか，あるいは１回欠席と

いうのももちろんあります。できるだけ全員の方がそろう日がいいのですが。

もしカレンダー持っていたり，手帳を持っていたり，あるいはスマホでもい

いですけれども，ここで世代の差がありますよね。必ず紙の手帳とか，スマ

ホでパッとか世代の違いがありますよね。すみません，余計なことを言いま

した。いかがでしょうか。何か今もう駄目と分かっている日があれば。 

委 員：すみません，10月27日ですが，第五小学校の周年行事がございまして，こ

の日はちょっと厳しいかなと思います。 

田中委員長：はい。10月27日。 

委 員：27です。 

田中委員長：27日が小学校の周年行事ですね。ほかはよろしいですか。 

委 員：多分それだけです。 
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田中委員長：今，手帳を持っていなくて分からないという方はいらっしゃいますでしょ

うか。皆さん見ているから大丈夫でしょうか。松田委員も大丈夫そうですか。 

委 員：はい，大丈夫です。 

委 員：そうですか。それでは，例えば10月についてだけ週を前に動かすことはで

きますか。動かしたらほかの方が駄目になるというのだと……ですけど。 

事務局：皆さんがよろしければ変更は可能だと思います。また，会場を変えるとな

ると予約の状況が各館違うので，お調べしないといけないのですが。 

田中委員長：では，まずは日程を確定させますか。10月20日は大丈夫ですか。 

委 員：大丈夫です。 

委 員：10月20日は駄目です。すみません。 

田中委員長：では13日金曜日。 

事務局：うちはお祭りの前日なので。 

田中委員長：そうするとその前では私が駄目なので。それでしたら11月の。 

委 員：金曜日でなくてもいいのではないですか。 

田中委員長：そうですね。ほかの皆さんがよければ。 

委 員：私は木曜日が毎週駄目なので。 

田中委員長：駄目なのですね。分かりました。せっかくだから聞いてみましょうか。木

曜日は駄目とおっしゃったので，例えば25日水曜日はいかがですか。 

委 員：オーケー。 

委 員：駄目です。 

委 員：駄目です。 

委 員：月曜か金曜のほうがいいです。 

田中委員長：では，23日月曜日はいかがですか。 

鈴木副委員長：今のところ予定ないですけど，国分寺学の授業をするのがまだ分かりませ

ん。 

田中委員長：それは午後ですか。 

鈴木副委員長：まだ分かりません。それはそれでこちらで都合が悪いと言えるかもしれな

いので，公運審優先にしてください。 

田中委員長：大丈夫ですか。変えられるのですか。 

鈴木副委員長：多分大丈夫だと思います。 

田中委員長：ほかの方はいかがですか，23日月曜日，大丈夫ですか。はい，もし当たっ

ていたら。 

鈴木副委員長：はい。 

田中委員長：それでは10月は23日月曜日ということでいいですか。でも公民館が月曜日

は休みですか。 

事務局：開いています。 

田中委員長：館長さんが出勤日でなければ申し訳ない。 

事務局：出勤日です。 
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田中委員長：それでは，10月23日でいいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

田中委員長：では，10月だけ23日月曜日ということにさせていただきます。矢島先生，

その日は大丈夫ですか。 

委 員：大丈夫です。ありがとうございます。 

田中委員長：では，よろしくお願いします。それでは，先ほど話題に出たように，もし

事務局のほうで差し支えなければ，毎回場所を変えて公民館めぐりみたいな

ことを楽しみながらやるのはいかがでしょうか。 

委 員：賛成です。 

委 員：私も賛成。 

田中委員長：委員の皆さんは，それが可能ならいいですか。 

事務局：事務局です。すみません，８月に関しては公民館の予約が入っていてほか

の館が空いてないと思うので，動かせないかな。８月だけ本多で行って。 

田中委員長：では５つあるので，８月を本多にして，あと４回分は４つの公民館で順番

に。いよいよどうしようもなければ，もちろんそうでなくても来年度の初め

のほうにそれを持ってくるでもいいと思います。できるだけいろいろな公民

館を見られるように。公民館活動が長い方は全ての公民館を知っていらっし

ゃる方がいらっしゃると思うので，そういう方はいいと思うのですけれども，

あまり知らない方にとって自由参加で，公運審の後か前の時間に簡単な見学

ツアーをしていただけるとありがたいなと思います。公民館の方にご説明い

ただいて，30分ぐらいでいいので。そういうのは可能ですか。できればそう

いうふうにすると，それぞれ公民館のことがよく分かると思います。先ほど

の窯でも，私は前に見たことあるのです。この窯はここにありますと言われ

たのですけれども，やはりそういうのを見ておいたほうが。光公民館のスタ

ジオとか。それでは，場所についてはそういうことで，事務局のほうで日程

を決めていただけますか。よろしくお願いします。それでは，一通りここま

で協議事項は終わったと思うのですけれども，次回以降ですが，前回せっか

く出した答申が報告書を作るだけではしようがないというのはもっともです。

ただ，これを作るに当たっては各館の現状をかなり勉強しながら，またそれ

をベースにしてどういう発展ができるということを考えたものですから，か

なり地に足のついた提言ではないかと思うのです。これが今後公民館にどう

いうふうに生きていくかを我々も勉強しながら館長さんともコミュニケーシ

ョンして，この辺が変えられそうだとか，そんな話合いができるといいなと

いう気がするのです。今回新しい委員の方が多いので，次回これは配れます

か。 

事務局：はい。次回ご用意します。 

田中委員長：でしたら，例えばスケジュール的に次回これをみんなで共有する。ここに

どういうことが書いてあるのか，どういう意図でこれが出たのか，前期担当



28 

 

された方からのコメントも含めて，少しこれを理解しながら生かしていく方

法とか，ここに書いてない問題でもっとこういうのがあるよというのがあれ

ば出していただいて，公民館を活性化していくような方法を考えるまず出発

点にできればいい。 

委 員：すみません，できれば読んでから参加したいのですけれども。当日配られ

るとつらい。 

事務局：それはそうですね。 

田中委員長：だったら事前にお送りすることはできますか。 

事務局：データでも持っているので，メールで。 

田中委員長：データはすぐに送れますね。 

事務局：はい。データを送るということで大丈夫ですか。 

委 員：分厚いですよね。 

田中委員長：いや，そうでもない，50ページ。 

委 員：私は紙で欲しいです。印刷代が高い。 

事務局：両方用意しますけれども。 

委 員：公民館に行きますから，送ってもらわなくても。 

田中委員長：公民館に行かれるならそれでもいいし，事務局のほうで配り方を考えてい

ただいて，次回までに勉強する読む時間があるぐらいのタイミングでお配り

いただいて。データについては，差し支えなければメールで送ります。 

事務局：はい。 

田中委員長：では，データはデータで並行して送るようにしますので，紙は紙でできる

だけ早くにお配りする。 

委 員：いつもデータと言っている割にはすみません。 

田中委員長：いえいえ，それぞれの事情がありますので。それでは，今日の予定は協議

まで終わりましたけれども，委員の皆さんからご提案とか分からない点とか

確認するところはありますか。 

鈴木副委員長：前期の公運審でやってきたことの１つに，現庁舎土地利活用について担当

部署と公運審とで，公運審に説明に来ていただいて，その後公運審の担当の

何人かと担当部署，公共施設の何とかという正式な名前で確約を取ったので

す。どのような確約かというと，今後恋ケ窪公民館が現庁舎跡地の複合施設

に移転するようになった場合には，青図とかいろいろな利用の仕方について

一方的に決めるのではなく，常に公運審と連携を取りながらやるという確約

を取ったのです。今，どのような進捗状況なのかは分かりませんが，今後も

引き続き公運審から申入れをするのでしょうけれども，申入れしなくても担

当部署から説明に来てもらいたいと思うのですけど，引き続きそのことにつ

いてはやっていただくという共通認識を持っていただければと思いました。 

田中委員長：ありがとうございます。大事な点でした。これは前期かなりコミュニケー

ションしたのですよね。担当課長さんも来てくれて説明を受けて，また何名
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かでもう少し深くして，要望書も出したのですよね。ですので，その後の状

況などをどこか早いタイミングで１回ご報告に来ていただくということはで

きますか。 

事務局：担当課に連絡いたしまして調整いたします。 

田中委員長：はい，お願いします。そういうことでよろしいですか。 

鈴木副委員長：はい，お願いいたします。 

田中委員長：ぜひ公民館運営審議会と担当部署とでコミュニケーションをして，いろい

ろといいものを一緒につくっていくということができるといいと思うし，ま

さにそれが今後の１つのモデルになればいいなという気がします。あとほか

にありますか。では最後，事務局からお願いします。 

事務局：事務局です。まだ日程的に決まっていない状況ですけれども，社会教育委

員会議のほうから懇談をお願いしたいという話が出ておりまして，一応今の

ところ10月ぐらいを予定したいと考えております。日程の調整もあるのでま

だ確定ではないのですが，それぐらいのことを考えているということで，皆

さん，ご承知おきしていただければと思いますので，よろしくお願いいたし

ます。 

田中委員長：ありがとうございます。これは教育委員会の事業全体については当然です

けれども，教育委員という役割があって，これは執行機関に当たるわけです。

まさに教育委員が決定して，教育事業を推進する。それは当然ですけれども，

学校教育，社会教育両方を含めたものですが，実際には学校教育のことにか

なり時間を割いて議論されているのは把握しているのですけど，ただ制度上，

当然社会教育行政も含まれるわけです。それでも社会教育については特別に

社会教育委員という制度があって，その委員さんの集まりの社会教育委員会

議というのがあって，これも定期的に議論しているのです。その社会教育委

員さんの議論は当然社会教育の範囲でするので，公民館の部分も入るわけで

すけれども，公民館は公民館で我々の公民館運営審議会があるので，ここで

かなり専門的に議論するわけです。そういうことを考えると，社会教育委員

と公民館運営審議会がコミュニケーションするのはとても大事なことなので，

その一環として懇談会を開くということですね。 

事務局：はい。昨年，社会教育委員のほうでやはり答申を出しておりまして，その

後やはり広報活動というもので自ら社会教育委員がいろいろなところに出向

いていって，それをみんなに知っていただきたいという思いから，この懇談

の提案が出てきたということです。 

田中委員長：社会教育委員さんのほうからやりたいと。 

事務局：はい，そうです。 

田中委員長：それはいいことですね。 

事務局：リーフレットもできまして，それをみんなに見ていただいて，社会教育委

員さんたちの思いをお伝えしたいということでしたので，ぜひとも実現させ



30 

 

たいなと思っております。 

田中委員長：ありがとうございます。公民館もリーフレットはあるのでしたっけ。 

事務局：作ってはいないです。 

田中委員長：作ってもいいですよね。 

事務局：ＰＲ用です。 

田中委員長：先ほど話題に出た，子ども，若者が公民館を活用しますよね。そういうの

をＰＲする。では10月にそれがあるということです，よろしくお願いします。 

事務局：あともう１つ，今回新規の方に関しては，振込の書類等をお出しいただく

ようにお願いしておりますので，帰りに事務局のほうまで提出をよろしくお

願いいたします。 

田中委員長：分かりました。新規の委員さん，よろしくお願いします。それではほかに

ないようでしたら，これで今日は少し早めですけれども，実は前期はついつ

い議論が押して押して延長することが多かったのですけれども，今日は幸先

よく。 

事務局：全国の公民館研修会の冊子を配らせていただきました。これは参加するの

は基本全部自費になってしまうところですけれども，参加する方がいらっし

ゃいましたら事務局で取りまとめ申し込むということになっております。た

だ，申込み期限が実は６月30日までということで，公運審の空白の期間にな

ってしまっていたのですけれども，確認したところ，これからでも申し込め

るということで大丈夫だというお約束を取りましたので，参加を希望される

方がありましたら近日中に事務局までご連絡をお願いいたします。 

委 員：交通費は自腹ですか。 

事務局：そうです。 

田中委員長：これは全部自費なのですか。 

事務局：すみません，はい。 

田中委員長：分かりました。でも行けば勉強になります。余談だけど，小平奈緒さんは

オリンピック選手ですよね。 

事務局：そうです。 

田中委員長：小平奈緒さんの親戚の方がエックス山を登ったりする活動をしていたとい

うのを，大分前に国分寺に関係者がおられたので。それでは以上で，ほかに

は何かございますか。大丈夫ですか。では，どうもお疲れさまでした。また

今後ともどうぞよろしくお願いします。 

 

――了―― 


